
審査請求書 
 

令和５年２月４日  

東京都公安委員会 御中 

審査請求人  特定非営利活動法人 情報公開市民センター 

理事長  新海 聡  

次のとおり審査請求をします。  

 

１ 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所  

名称  特定非営利活動法人 情報公開市民センター 

住所：名古屋市中区丸の内三丁目７番９号  

チサンマンション丸の内第２ ３０３号室 

代表者の氏名  新海 聡（61 歳） 

代表者の住所：愛知県 

２ 審査請求に係る処分 

警視総監の令和４年１１月４日付けの審査請求人に対する公文書非開示決定処分（監.

総.文.情第５３３１号）  

３ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

令和４年１１月７日 

４ 審査請求の趣旨 

「２記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 

５ 審査請求の理由 

  詳細は別紙 

６ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に東京都公安委員会（警視庁情報公開センター経由）に対して審査請求を

することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。）。」との教示があった。  

 

７ その他 

 （１） 添付書類   現在事項全部証明書 ２通 

（２） 証拠物件等  

    証拠１ 令和４年１１月４日付非開示決定通知書  

             （監.総.文.情第５３３１号）  写し  ２通 

     証拠２ 令和４年７月２５日に審査請求人に開示された DVD 

              写し ２枚 



    証拠３ 平成２７年１２月１６日付 東京都情報公開審査会に提出 

     した理由説明書（都公委（総．文.情）第５１８１号）写し ２通 

    証拠４ 令和４年９月２１日 読売新聞夕刊 写し ２通 

    証拠５ 令和４年９月２２日 中日新聞 写し ２通 

    証拠６ 令和４年１０月３日 中日新聞 写し ２通 

     証拠７ 令和４年１０月２４日 毎日新聞 写し ２通 

     証拠８ 令和４年１１月１１日 毎日新聞 写し ２通 

     証拠９ 令和５年１月１７日付 非開示決定通知書  

          （監.総.文.情第２６４号）  写し  ２通 

以上 

  



（別紙） 

本審査請求は、１９６６年６月から７月にかけてビートルズが来日した際に、警視庁が

１６ミリフィルムで撮影したビートルズ来日の警備のフィルムの不存在決定を争うもので

ある。 

１ 警視庁は編集済フィルム「ビートルズ来日に伴う警備」を、平成３０年１０月２５日

最高裁判決を経て、ビートルズ以外の容貌をモザイク処理した上で、DVDにて令和４年

７月２５日に審査請求人に開示した。 

２ これを請求人において検討したところ、DVDにはチャプター毎に撮影した日付が記載さ

れていた。また、東京都公安委員会が平成２７年１２月１６日に東京都情報公開審査

会に提出した理由説明書（都公委（総．文.情）第５１８１号）によれば、チャプター

は１８に分かれており、それぞれ日付の記載もあった。 

 日時不明  チャプター① 

 ６月２９日 チャプター②③④ 

 ６月３０日 チャプター⑤⑥⑦⑧ 

 ７月 ２日 チャプター⑨⑩⑪⑫⑬⑭ 

 ７月 ３日 チャプター⑮⑯⑰⑱ 

７月１日分のチャプターがないのは編集の都合だと考えられるが、この点からも明

らかなように、ＤＶＤによって開示された映像は、１９６６年６月〜７月３日までの

間に１６ミリフィルムによって撮影されたものであり、本ＤＶＤはこれを編集し、デ

ジタル化したものであることは明らかとなった。 

３ したがって、１９６６年に警視庁が撮影した元の１６ミリフィルム（以下「元フィル

ム」という。）も東京都の公文書であったことになる。 

 一方、元フィルムの存在については、原処分についての、警視庁情報公開センター

のコウイ氏の令和４年１０月２７日の説明では、担当者からの伝聞として、ビートル

ズ動画は前回請求時（平成２７年２月１０日）に当該編集済フィルムしか残っていな

かった、とのことであった。 

４ これをうけ、審査請求人は、公文書の廃棄記録の開示を求めたところ、令和５年１月

１７日非開示決定通知書において、破棄した記録が不存在との原処分を得た。 

５ しかし、元フィルムも公文書である以上、廃棄についての適切な手続きが求められ、

これを記録した公文書が存在するはずである。しかし、かかる公文書が存在しない以

上、実際は現在も元のフィルムは警視庁が保有していると考えざるを得ない。 

 以上の事由により、本審査請求をした次第である。 

６ なお、ビートルズ以外の容貌をモザイク処理した上で開示されたDVDに関し、各報道機

関はこぞって取り上げた。音楽評論家の宮永正隆氏は「警視庁はモザイクをやめて全

面的に開示し、世界的な文化遺産を共有すべきだ」「映像は公共の財産であり、人類の

財産」と述べている。元のフィルムも「世界的な文化遺産」であるから、請求人は、

モザイクなしの元のフィルムを開示することを望む次第である。 

以上 










